
該当団体数 40 40 40 40 40 0 16 14 11 24 30 30 1 1 10 10 5 24 4 12 1 2 0 5 5

青森県 青森市
青森市教育委員会事務局　学務課　学務
チーム 017-718-1414 gakumu@city.aomori.aomori.jp

http://www.city.aomori.aomori.jp/gakumu/kod
omo-kyouiku/gakkou-youtien-daigaku/shinsei-
tetsuduki/02.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

青森県 弘前市 教育委員会学務健康課 0172-82-1643 gakumukenko@city.hirosaki.lg.jp
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kyouiku/gak
kou/hojo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

青森県 八戸市 八戸市教育委員会　学校教育課 0178-43-9457 gakko@city.hachinohe.aomori.jp
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm
/12,25647,127,310,html ○ ○ ○ ○ ○

青森県 黒石市 黒石市教育委員会　学校教育課学務係 0172-52-2111
kuro-
gakkokyoiku@city.kuroishi.aomori.jp http://www.city.kuroishi.aomori.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

就学援助の認定要件の１つに児童扶養手当受給
があるため、児童扶養手当の手続きをした保護
者に就学援助制度の書類を配布するよう、担当
課に依頼している。 ○

青森県
五所川原
市 五所川原市教育委員会　教育総務課

0173-35-2111
(2918) kyouikusoumu@city.goshogawara.lg.jp

http://www.city.goshogawara.lg.jp/kyouiku/kyo
uiku/school_enjo.html ○ ○ ○ ○ 就学児健診の際、保護者に制度のチラシを配布 ○ ○

希望者は自治体のウェブサイトから申請書を
ダウンロードすることも可能

青森県 十和田市 十和田市教育委員会教育総務課 0176-58-0182 kyoikusomu@city.towada.lg.jp http://www.city.towada.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

・目に付きやすいタイトルや対象要件別に必要
な提出書類等の記載するなど、保護者にわかり
やすいようなチラシを作成。
・チラシを入学時及び進級時に学校を通して、
全保護者に配付をしている。
・転入者については、学校からチラシの配付や
声がけをするなどし、制度の周知を徹底してい
る。 ○

青森県 三沢市 三沢市教育委員会事務局　学務課
0176‐53-5111
(内233） msw_gakumu@misawashi.aomori.jp http://www.city.misawa.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

青森県 むつ市
むつ市教育委員会総務課 総務・学務グ
ループ 0175-22-1111 mt-ksoumu@city.mutsu.lg.jp http://www.city.mutsu.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

青森県 つがる市 教育委員会教育総務課 0173-49-1201 kyouiku@city.tsugaru.aomori.jp
https://www.city.tsugaru.aomori.jp/index.sp.ht
ml ○ ○ ○ ○

青森県 平川市
平川市教育委員会　学校教育課　教育振
興係 0172-44-1111 gakkoukyouiku@city.hirakawa.lg.jp http://www.city.hirakawa.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

青森県 平内町 平内町教育委員会　学校教育課 017-755-2565 gakkokyoiku@town.hiranai.aomori.jp http://www.town.hiranai.aomori.jp/ ○ ○ ○ ○
新入学生、在校生全員の保護者に対し就学援助
制度のお知らせを配布している。 ○

青森県 今別町 今別町教育委員会 0174-35-2157 j-hirayama@town.imabetsu.lg.jp http://www.town.imabetsu.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

青森県 蓬田村 教育課 0174-31-3111 yomo-kg2@vill.yomogita.lg.jp http://www.vill.yomogita.lg.jp/ ○ ○ ○

青森県 外ヶ浜町 外ヶ浜町教育委員会学務課 0174-31-1235
kyouiku-
sotogahama@town.sotogahama.lg.jp http://www.town.sotogahama.lg.jp/ ○ ○

・就学案内の書類に添付
・１２月に教育委員会より学校をとおして全て
の保護者へ就学援助制度の書類を配付 ○

・教育委員会より学校をとおして全児童生徒
の保護者へ就学援助制度の書類に添付し配付
・新入学児童に対しては教育委員会より郵送
にて学援助制度の書類に添付

青森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町教育委員会 0173-72-2111 i-kyoiku@town.ajigasawa.lg.jp http://www.town.ajigasawa.lg.jp/ ○ ○ ○ ○
青森県 深浦町 深浦町教育委員会　教育課 0173-74-4419 kyouiku@town.fukaura.lg.jp http://www.town.fukaura.lg.jp ○ ○ ○ ○
青森県 西目屋村 西目屋村教育委員会　教育課 0172-85-2858 nishimeya-kyouiku@vill.nishimeya.lg.jp https://www.nishimeya.jp ○ ○ ○ ○ ○

青森県 藤崎町 藤崎町教育委員会　学務課 0172-69-5010 gakumu@town.fujisaki.lg.jp http://www.town.fujisaki.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
各学校の入学説明会において就学援助制度の説
明及び申請書の配布を行っている ○

青森県 大鰐町 学務生涯学習課 0172-48-3201 kyoiku@town.owani.lg.jp
http://www.town.owani.lg.jp/index.cfm/9,6019,
44,html ○ ○ ○ ○ ○ ○

小学校の入学説明会の場で、保護者に対して担
当職員が制度について説明している。 ○

青森県 田舎館村 田舎館村教育委員会 0172-58-2363 ryoko_iwama@vill.inakadate.lg.jo http;//www.vill.inakadate.lg.jp ○

在校生の保護者へは1月に学校を通して文書を
配布し、新入学児童の保護者へは直接文書を送
付し周知している。 ○ 周知文書と一緒に配布している。

青森県 板柳町 板柳町教育委員会学務課 0172-40-0567 ita-kyoui@town.itayanagi.lg.jp http://www.town.itayanagi.aomori.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

青森県 鶴田町 鶴田町教育委員会　学務総務班 0173-22-2111 tsuruta01@town.tsuruta.lg.jp http://www.town.tsuruta.lg.jp/ ○ ○ ○
入学説明会及び、毎年１２月上旬に学校で就学
援助制度の書類を配布 ○

青森県 中泊町 教育委員会　総務学務課 0173-57-2111
naka-kyouiku-
gakumu@town.nakadomari.lg.jp http://www.town.nakadomari.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

小学校新入学者や転入者には必ず就学援助制度
を説明している ○

青森県 野辺地町 学校教育課 0175-64-2119 kyouiku@toｗn.noheji.lg.jp http://www.town.noheji.aomori.jp/ ○ ○

町長部局の福祉担当課において、児童扶養手当
を新規で受給する者に対して文面で就学援助制
度の紹介をしている。 ○

青森県 七戸町 教育委員会学務課 0176-62-9701 wakako-kudou@town.shichinohe.lg.jp http://www.town.shichinohe.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ 児童扶養手当認定者にチラシを配布している。 ○
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青森県 六戸町 六戸町教育委員会　教育課 0176-55-4587 gakumu@town.rokunohe.lg.jp http://www.town.rokunohe.aomori.jp ○ ○ ○ ○ ○

青森県 横浜町 横浜町教育委員会　教育課 0175-78-6622 yokohama-edu@town.yokohama.lg.jp http://www.town.yokohama.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○
青森県 東北町 東北町教育委員会 学務課 0176-56-4818 gakumu@town.tohoku.lg.jp http://www.town.tohoku.lg.jp/ ○ ○ ○ ○
青森県 六ヶ所村 六ヶ所村教育委員会　学務課 0175-72-2111 rks99030@rokkasho.jp http://www.rokkasho.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

青森県
おいらせ
町 教育委員会　学務課 0178-56-4258 gakumu@town.oirase.aomori.jp http://www.town.oirase.aomori.jp ○ ○

青森県 大間町 大間町教育委員会　教育課 0175-37-2103 kyouiku01@town.ooma.lg.jp http://www.town.ooma.lg.jp/ ○ ○
青森県 東通村 東通村教育委員会　教育総務課 0175-27-2111 kyouiku@vill.higashidoori.lg.jp http://www.vill.higashidoori.lg.jp/ ○ ○ ○
青森県 風間浦村 風間浦村教育委員会 0175-35-2210 ayano_hachiya@kazamaura.jp http://www.kazamaura.jp/ ○ ○ ○ ○

青森県 佐井村
佐井村教育委員会　生涯学習課　学校教
育係 0175-38-4506 ryunosuke-k@vill.sai.lg.jp http://www.vill.sai.lg.jp ○ ○ ○ ○

青森県 三戸町 教育委員会事務局 0179-20-1157 kyouiku@town.sannohe.lg.jp https://www.town.sannohe.aomori.jp/ ○ ○ ○ ○ 町のHP（子育て応援サイト）に掲載 ○

青森県 五戸町 五戸町教育委員会　教育課 0178-62-7964 gukumu@town.gonohe.aomori.jp http:www.town.gonohe.aomori.jp ○ ○

青森県 田子町 田子町教育委員会　教育課 0179-20-7072 takko0701a@town.takko.lg.jp http://www.town.takko.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

青森県 南部町 南部町教育委員会　学務課 0179-34-2587 gakumu@town.aomori-nanbu.lg.jp http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/ ○ ○ ○

・新小学1年生については、入学説明会にて、
保護者へ向けて制度周知をしている。
・町ホームページに記載している。 ○ ○ 学務課でも配布している。

青森県 階上町
階上町教育委員会　教育課　学校教育グ
ループ 0178-88-2495 hashikyo@town.hashikami.lg.jp http://www.town.hashikami.aomori.jp ○ ○ ○ ○ ○

青森県 新郷村 新郷村教育委員会総務課 0178-78-2111 kyoiku@vill.shingo.lg.jp http://www.vill.shingo.aomori.jp/ ○ ○ ○

児童生徒の日常の学校生活から、経済的負担が
大きいと思われる保護者へ学校から制度の周知
をする。 ○ ○ ○

児童生徒の日常の学校生活から、経済的負担
が大きいと思われる保護者へ学校で制度の周
知をし、希望すれば申請書を配布する。
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Ⅲ　就学援助率

倍 課税所得等の分類 年 月 万円

35 35 28 30 28 34 15 14 18 19 21 17 22 16 3 5 9 0 18 17 17 17 17 17 0 0 0 18 40 40

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 総所得（諸控除前） 27 4 331 事故、災害、長期入院、失職等 25%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 24 12 336

八戸市教育委員会が特に援助が必要と認める者。
※キ・ク・サ・シ・スについては、タの認定基準に該当する者に限
る。 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
その他特別な事情により経済的に困窮し、就学に支障があると認めら
れる児童等の保護者。 20%未満 20%未満

○ ○ 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ 1 課税所得 30 4 203 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

特別支援教育就学奨
励費の需要額測定に
用いる保護基準額 24 12 259 20%未満 20%未満

○ ○
保護者が病気、入院等で就労できない世帯、所得者が無職となった世
帯及び災害等で被災した世帯 15%未満 15%未満

○ ○ ○ 1.3 課税所得 30 2 305 25%未満 25%未満

○ ○ 〇
その他特別な事情により経済的に困窮し、就学に支障があると認めら
れる児童等の保護者。 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他教育委員会が援助を必要と認められる者 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 総所得（諸控除前） 29 1 341
教育員会が援助を必要と認める者（生活の中心となる者の長期病気療
養又は不慮の災害等） 40%未満 35%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
保護者の収入が不安定であるなど、民生委員が就学援助を妥当と認め
たもの。 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会において援助が必要と認められる者 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 1.3

特別支援教育就学奨
励費の需要額測定に
用いる保護基準額 24 12 319 30%未満 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 15%未満
○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ 5%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・主たる生計維持者の急変（死亡、失踪等）により、教育費の負担が
著しく困難になった児童等の保護者。
・年少扶養控除廃止の控除対象者一人につき１９，８００円、特定扶
養控除上乗せ部分廃止の控除対象者一人につき７，２００円を、それ
ぞれ対象人数を乗じて、所得割額から控除し、税額が残らなかった
者。 20%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

特別支援教育就学奨
励費の需要額測定に
用いる保護基準額 24 12 280 25%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.05 課税所得 25 8 246 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 30 1 251 25%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他、教育委員会が特に必要があると認める者 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ 1.3

特別支援教育就学奨
励費の需要額測定に
用いる保護基準額 24 12 305 15%未満 15%未満

チ．特別
支援教育
就学奨励
費の需要
額測定に
用いる保
護基準
額，又は
同基準額
に一定の
係数を掛

ツ．市区
町村民税
（所得割
又は均等
割）課税
最低限度
額に一定
の係数を
掛けたも
の

テ．その
他（内容
を（５）
に記入し
てくださ
い。）

倍数
（倍率）

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校
納付金の
納付状態
の悪い
者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自

シ．経済
的な理由
による欠
席日数が
多い者

ス．保護
者の職業
が不安定
で，生活
状態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資金
による貸
付け

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・
T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

イ．市区
町村民税
の非課税

（１）　平成３０年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

基準根拠
目安額

（年額）

係数
（倍率）

倍

目安額
（年額）

万円

Ⅱ　平成３０年度準要保護認定基準
（２）ソ，タ，チを選択した場合 （３）ツに○をし

（４）
（２）（３）の補足

（５）　テの内容
（１）平成29年
度

（２）平成30年
度

ソ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額が
変わると
自動的に
要件が変

タ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額を
参照して
額を定め
ているも



①都道府県
②市町村
名

青森県 六戸町

青森県 横浜町
青森県 東北町
青森県 六ヶ所村

青森県
おいらせ
町

青森県 大間町
青森県 東通村
青森県 風間浦村

青森県 佐井村

青森県 三戸町

青森県 五戸町

青森県 田子町

青森県 南部町

青森県 階上町

青森県 新郷村

Ⅲ　就学援助率

倍 課税所得等の分類 年 月 万円

チ．特別
支援教育
就学奨励
費の需要
額測定に
用いる保
護基準
額，又は
同基準額
に一定の
係数を掛

ツ．市区
町村民税
（所得割
又は均等
割）課税
最低限度
額に一定
の係数を
掛けたも
の

テ．その
他（内容
を（５）
に記入し
てくださ
い。）

倍数
（倍率）

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校
納付金の
納付状態
の悪い
者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自

シ．経済
的な理由
による欠
席日数が
多い者

ス．保護
者の職業
が不安定
で，生活
状態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資金
による貸
付け

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・
T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

イ．市区
町村民税
の非課税

（１）　平成３０年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

基準根拠
目安額

（年額）

係数
（倍率）

倍

目安額
（年額）

万円

Ⅱ　平成３０年度準要保護認定基準
（２）ソ，タ，チを選択した場合 （３）ツに○をし

（４）
（２）（３）の補足

（５）　テの内容
（１）平成29年
度

（２）平成30年
度

ソ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額が
変わると
自動的に
要件が変

タ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額を
参照して
額を定め
ているも

○ ○ ○ ○ 1

特別支援教育就学奨
励費の需要額測定に
用いる保護基準額 24 12 246 その他、特別の教育的配慮が必要であると認められる者 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20%未満 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 学校長または民生委員が特に必要があると認める者 15%未満 15%未満

○

認定基準）
・保護者が児童扶養手当法による全部支給を受けている者
・世帯構成員全員の総収入額が定める限度額以内の場合
　【扶養親族等の数】　　【収入限度額】
　　　　　1　　　　　　　3,650,000円
　　　　　2　　　　　　　4,125,000円
　　　　　3　　　　　　　4,600,000円
　　　　　4　　　　　　　5,075,000円
　※扶養親族等の数が1名増につき、収入
　　限度額に475,000円ずつ加算する 15%未満 15%未満

○ ○

・保護者が病気、入院等で就労できないと
認められるもの(医療機関受診の請求書、
領収書又は就労できない旨の証明を添付）
・その他町長が特に援助を必要と認めるも
の 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0% 15%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.05

特別支援教育就学奨
励費の需要額測定に
用いる保護基準額 24 12 246 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇
教育上就学援助が必要と澪められる児童生徒で学校長の具申書がある
場合。 15%未満 15%未満

○ 1.1

特別支援教育就学奨
励費の需要額測定に
用いる保護基準額 24 12 218 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1

特別支援教育就学奨
励費の需要額測定に
用いる保護基準額 24 12 270 国民年金の掛金を全額減免 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1

特別支援教育就学奨
励費の需要額測定に
用いる保護基準額 24 12 270 キ、ク、サ、シ、スについては、チの基準に該当する場合に認定 25%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ 〇 1.1 総所得（諸控除前） 24 4 227 10%未満 10%未満



該当団体数 40

青森県 青森市

青森県 弘前市

青森県 八戸市

青森県 黒石市

青森県
五所川原
市

青森県 十和田市

青森県 三沢市

青森県 むつ市

青森県 つがる市

青森県 平川市

青森県 平内町

青森県 今別町

青森県 蓬田村

青森県 外ヶ浜町

青森県 鰺ヶ沢町
青森県 深浦町
青森県 西目屋村

青森県 藤崎町

青森県 大鰐町

青森県 田舎館村

青森県 板柳町

青森県 鶴田町

青森県 中泊町

青森県 野辺地町

青森県 七戸町

①都道府県
②市町村
名

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

0 0 0 3 3 3 37 37 0 0 0 0 4 4 4 34 34 0 3 3 1 1 1 1 0 0 0 27 28 0 10 10 10 2 2 1 17

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 41357 ○ 38,799 【通学費】【修学旅行費】→平成29年度実績平均

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 0 ○ 44,698 通学費：支給実績なし

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 39,290 39,290 ○ 45,200 45,200
・支給平均額は、医療費以外の費目は、平成30年度の予算計上単価で
記入。

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 52000 ○ 33,000 33,000
・修学旅行費の平均支給額は平成２９年度の実績。
・通学費については平成３０年度に予算計上した金額を記入。

〇 3,810 〇 20,300 ○ 49,000 支給平均額は当初予算計上単価

○ 11,000 ○ 19,000 ○ 40,000 39,800 平均支給額は29年度の実績額

○ 11,040 ○ 15,430 ○ 47,776
・学用品費　1学年のみ9,240円
・修学旅行費用　29年度実績

○ 13,000 ○ 20,000 ○ 45,000

○ 13,200 ○ 18,000 18,000 ○ 20,000 20,000
学用品費・通学用品費・校外活動費（宿泊を伴わないもの）の三費目
合計で年額13,200円（月額1,100円）

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 49,000 支給平均額については、平成29年度の実績額より記入。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 36,000 36,000 支給平均額は29年度実績

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 38,000 実費については29年度実績

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 43,320 支給平均額は29年度実績による。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 45,000

○ 11,100 ○ 19,900 ○ 20,600 20,600
○ 11,000 ○ 19,900 ○ 50,000 47,696
○ 31,350 ○ 41,942

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 41,998 支給平均額については、30年度予算に計上した単価である

○ 11,420 ○ 40,600 ○ ○ 50,000

○ 11,100 11,100 ○ 19,900 19,900 ○ 42,900

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490

○ 11,100 ○ 19,900 ○ 40,000 40,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 44,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 45,000

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１）　費目毎の援助額

（２）　補足事項

学用品費

Ⅳ　平成３０年度準要保護就学援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費



①都道府県
②市町村
名

青森県 六戸町

青森県 横浜町
青森県 東北町
青森県 六ヶ所村

青森県
おいらせ
町

青森県 大間町
青森県 東通村
青森県 風間浦村

青森県 佐井村

青森県 三戸町

青森県 五戸町

青森県 田子町

青森県 南部町

青森県 階上町

青森県 新郷村

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１）　費目毎の援助額

（２）　補足事項

学用品費

Ⅳ　平成３０年度準要保護就学援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 43,148

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 38,120
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 44,000
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 43,300

○ 11,100 ○ 19,900 ○ 42,672

○ 13,590 ○ 20,470 ○ 45,000
・学用品費　1年生　11,420円、2～6年生　13,590円
　最多見込み　6年生　33％

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 46,000
○ 11,100 ○ 19,900 ○ 40,000

○ 11,420 ○ 41,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 47,000 修学旅行費は予算額

○ 11,100 11,100 ○ 19,900 19,900 ○ 20,600 20,600

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 49,012

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 50,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,000 39,000 「支給平均額」欄については、30年度予算に計上した単価。

○ 12,000 ○ 16,000 〇

・学用品費・・・対象児童全学年　1年生10,300円、2～6年生12,000円
・修学旅行費・・・実費の8割を支給。平均支給額0円。H29年度の実
績による（H29年度は対象児童なし）



該当団体数 40

青森県 青森市

青森県 弘前市

青森県 八戸市

青森県 黒石市

青森県
五所川原
市

青森県 十和田市

青森県 三沢市

青森県 むつ市

青森県 つがる市

青森県 平川市

青森県 平内町

青森県 今別町

青森県 蓬田村

青森県 外ヶ浜町

青森県 鰺ヶ沢町
青森県 深浦町
青森県 西目屋村

青森県 藤崎町

青森県 大鰐町

青森県 田舎館村

青森県 板柳町

青森県 鶴田町

青森県 中泊町

青森県 野辺地町

青森県 七戸町

①都道府県
②市町村
名

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

0 0 0 3 3 3 36 36 0 0 0 0 4 4 4 34 34 0 4 4 0 1 1 1 0 0 0 26 27 0 10 10 10 2 2 1 18

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 29664 ○ 90538 【通学費】【修学旅行費】→平成29年度実績平均

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 0 ○ 94863 通学費：支給実績なし

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 79410 79410 ○ 94300 94300
支給平均額は、医療費以外の費目は、平成30年度の予算計
上単価で記入。

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 120000 ○ 85000 85000 通学費は平成３０年度予算計上した金額を記入。

〇 7,440 〇 23,700 ○ 83000 支給平均額は当初予算計上単価

○ 21,000 ○ 22,000 ○ 90000 81898 平均支給額は29年度の実績額

○ 19,800 ○ 18,520 ○ 90077
・学用品費　1学年のみ18,000円
・修学旅行費用　29年度実績

○ 24,000 ○ 23,000 ○ 88000

○ 22,200 ○ 19,200 19,200 ○ 50000 50000
学用品費・通学用品費・校外活動費（宿泊を伴わないも
の）の三費目合計で年額22,200円（月額1,850円）

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 101082 支給平均額については、平成29年度の実績額より記入。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 82400 82400 支給平均額は29年度実績

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 85271
実費については、修学旅行費は30年度実績、その他は29年
度実績

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 90594 支給平均額は29年度実績による。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 90000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 55700 55700
○ 21,700 ○ 22,900 ○ 100000 95831

村立中学校なし

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 96478 支給平均額については、30年度予算に計上した単価である

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 30000 ○ 87000

○ 21,700 21,700 ○ 22,900 22,900 ○ 94400

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590

○ 21,900 ○ 19,900 ○ 90000 90000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 93000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 90000

修学旅行費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１）　費目毎の援助額

（２）　補足事項

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費



①都道府県
②市町村
名

青森県 六戸町

青森県 横浜町
青森県 東北町
青森県 六ヶ所村

青森県
おいらせ
町

青森県 大間町
青森県 東通村
青森県 風間浦村

青森県 佐井村

青森県 三戸町

青森県 五戸町

青森県 田子町

青森県 南部町

青森県 階上町

青森県 新郷村

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

修学旅行費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１）　費目毎の援助額

（２）　補足事項

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 66430

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 70000
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 90000
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 92000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 89550

○ 24,490 ○ 23,550 ○ 85000
・学用品費　1年生　22,320円、2～3年生　24,490円
　最多見込み　3年生　62％

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 89000
○ 21,700 ○ 22,900 ○ 90000

○ 22,320 ○ 84000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 102000 修学旅行費は30予算額

○ 21,700 21,700 ○ 22,900 22,900 ○ 55700 55700

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 92362

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 98000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 82300 82300
「支給平均額」欄については、30年度予算に計上した単
価。

○ 20,800 ○ 18,400 〇

・学用品費・・・1年生19,200円、2～3年生20,800円
・修学旅行費・・・実費の8割を支給。平均支給額0円。平
成29年度の実績による（平成29年度は対象生徒なし）



該当団体数 40

青森県 青森市

青森県 弘前市

青森県 八戸市

青森県 黒石市

青森県
五所川原
市

青森県 十和田市

青森県 三沢市

青森県 むつ市

青森県 つがる市

青森県 平川市

青森県 平内町

青森県 今別町

青森県 蓬田村

青森県 外ヶ浜町

青森県 鰺ヶ沢町
青森県 深浦町
青森県 西目屋村

青森県 藤崎町

青森県 大鰐町

青森県 田舎館村

青森県 板柳町

青森県 鶴田町

青森県 中泊町

青森県 野辺地町

青森県 七戸町

①都道府県
②市町村
名

Ⅵ　自由記述欄

0 2 0 1 5 0 34 0 0 1 2 0 0 1 5 0 1 0 0 4 3 0

○ ○

イ．自治体内で学用品等の一括契約・購入
・下記の学用品を一括購入して新入学児童に支給
【青森地区】算数セット、色鉛筆、工作マット、油粘土等
【浪岡地区】リュック（ランドセルとして使用）

○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

〇 ○

○

○

○

○ ○ ○

オ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・新入学児童に対して運動着の支給を実施
カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・学校給食費給付金交付 医療費　　医療費給付条例により医療費無償化

○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ 町で学校給食費の給付、医療費の給付

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，学用
品等の取
扱いに関
する通知
やマニュ
アルを提

ケ．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，他校
の取組状
況等を情
報提供

コ．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

エ．低廉
な学用品
等の使用

オ．使用
する学用
品等の精
選

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

キ．把握
していな
い

ク．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に
対する貴市町村の取組・対応について，これまでの回答へ
の補足

（１）　教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２）コの内容及び補足説明 （３）その他学校や教育委員会以外での取組

Ⅴ　その他
１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況
（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２）クの内容及び補足説明



①都道府県
②市町村
名

青森県 六戸町

青森県 横浜町
青森県 東北町
青森県 六ヶ所村

青森県
おいらせ
町

青森県 大間町
青森県 東通村
青森県 風間浦村

青森県 佐井村

青森県 三戸町

青森県 五戸町

青森県 田子町

青森県 南部町

青森県 階上町

青森県 新郷村

Ⅵ　自由記述欄

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，学用
品等の取
扱いに関
する通知
やマニュ
アルを提

ケ．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，他校
の取組状
況等を情
報提供

コ．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

エ．低廉
な学用品
等の使用

オ．使用
する学用
品等の精
選

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

キ．把握
していな
い

ク．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に
対する貴市町村の取組・対応について，これまでの回答へ
の補足

（１）　教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２）コの内容及び補足説明 （３）その他学校や教育委員会以外での取組

Ⅴ　その他
１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況
（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２）クの内容及び補足説明

○

○ ○
カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・小・中学校指定体操服の購入助成を行っている。

○
○ ○ ○

○ 医療費の個人負担分を無料化している。

○
○
○ ○

○

○ ○

カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・平成30年度から多子世帯の保護者の負担軽減のため、第３子以
降の小・中学生に対し入学祝金、給食費、教材費支援金の支給を
行っている。

○

○

○

○

○


